
事業区分

相談

平成２７年度　事務事業評価シート

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、人権擁護委員法根拠法令等

事業対象

事務事業名 人権施策推進
人権・男女共同参画課

[事業開始]事業の開始・終了年度

事
務
事
業
の
概
要

　

法令（義務）

所
管

総務部

①一般区民　②台東地区人権擁護委員会

〔法令等名〕

開庁日毎日

非常勤職員健康診断委託
一部委託

１・台東区同和対策協議会運営：同和問題の解決を図るため、協議を行う。
２・連絡相談業務：一般区民を対象に同和問題をはじめとする人権相談等を行う。
３・人権擁護委員の推薦及び台東地区人権擁護委員会の活動を事務局として運営する。

補助金の有無
委託内容

２６年度

なし

日相談業務

事業内容

委託の有無

事業目的

指標の名称種　別 (単位)

活動指標
開庁日毎日

区内における人権問題を解消し、人と人とが互いに尊重しあえる社会を目指す。

開庁日毎日

成果指標
相談件数（同和対策協議会連絡相談員）

10,829　人にかかるコスト（人件費など）

3

8,369

同和問題をはじめとして、さまざまな人権課題の解決に向け、人権施策を積極的にすすめた。
また、人権擁護委員については「人権作文」「人権メッセージ」「人権の花運動」などの人権教育活動を通じて、区内小中
学校との連携を強めた。

0

500 573

8,988

465

390

　決算額　　(単位：千円) 6,294

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）

人権が尊重され、差別のない社会をつくるため、今後とも積極的に人権施策を推進する必要が
ある。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

幅広い年齢層の方々からの相談をうけており、引き続き相談業務は必要である。

維持

評
価
結
果

台東区同和対策協議会連絡相談員が各種相談に対して的確に対応している。

3 手段はおおむね適切であるが、社会情勢の変化を踏まえて絶えず検討が必要である。

２名の相談員が、区、都、国、及び民間の情報を絶えず収集し、より適切な助言が可能となるよう、効率的な相
談体制に努めている。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

今後の方向性

目的達成度 4

400

11,709

財源項目

(単位：千円)

10,938

効率性

542 544

475

必要性

0

前回評価から
改善した事項

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 11,109

0

592 619

11,344

8,123

6,437

件

事
務
事
業
の
実
績

年度昭和 44 [終了予定] 年度-　 　

6,396

405

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

２５年度２４年度
目標値

（２９年度）

開庁日毎日

608

11,936

600


